
（１） 京丹後市水洗化計画の一部見直しについて 

  今回の見直しにより処理区域を変更する区域は以下のとおり。 

① 処理区域の変更 

 

既 計 画 新 計 画 

集合処理区域 個別処理区域 集合処理区域 個別処理区域 当面個別処理区域 

峰
山
町   新治 

 

 

 

  

 新治 

大
宮
町 

口大野  口大野の一部  口大野の一部 

網
野
町 

網野 

浅茂川の一部 

小浜の一部 

木津 

 

網野の一部 
浅茂川の一部 
小浜の一部 
木津の一部 

網野の一部 

浅茂川の一部 

木津の一部 

網野の一部 

小浜の一部 

丹
後
町 

     

弥
栄
町 

和田野 

木橋 

鳥取 

（農業集落排水） 

 

和田野 

木橋 

鳥取 

（公共下水）※1 

  

久
美
浜
町 

     

  ○集合処理区域  

家庭や事業所から排出される汚水を、管渠で処理場に集め処理する区域 

  ○個別処理区域 

    家庭や事業所から排出される汚水を、各家庭や事業所に設置された「浄化槽」で処理する区域（＝市設置

浄化槽区域） 

○当面個別処理区域 

集合処理のほうが有利だが、計画目標年次である平成 32 年度までに整備が難しい場合、早期に水洗化で

きる環境を整え、暫定的に個別処理を推進する区域とし、将来、再度、個別処理か集合処理かを検討する

区域（＝個人設置浄化槽区域） 

 

 ※1 平成 4年 7 月に供用開始を行った和田野地区農業集落排水処理施設の老朽化に伴い、施設の管理・経営

の効率化を図るため、公共下水道（網野処理区）への統合を行う。 



② 集合処理区域と個別処理区域の地区 
※２段書き 上段：変更前  下段：変更後 

＜集合処理区域とする地区＞            ※アンダーラインは変更箇所 
○公共下水道区域      

 
地 区 名 

峰 山 町 元町、1区から 18区、安、菅、長岡、新町、荒山、内記、丹波、矢田、赤坂の一部 

大 宮 町 

河辺、周枳、善王寺、口大野、三坂、谷内 

河辺、周枳、善王寺、口大野の一部、三坂、谷内 

網 野 町 

網野、浅茂川の一部、下岡の一部、小浜の一部、島津、木津、浜詰、塩江 

網野の一部、浅茂川の一部、下岡の一部、小浜の一部、島津、木津の一部、浜詰、 
塩江 

丹 後 町 間人、大山、三宅、徳光の一部 

弥 栄 町 
－ 

和田野、木橋、鳥取を公共下水区域（網野処理区）へ接続 

久美浜町 
向町、十楽、仲町、土居、東本町、西本町、新町、新橋、栄町、甲山、浦明、 
長柄、神崎、鹿野、三分、平田、箱石、葛野、湊宮、大向 

 
○集落排水区域 

 
地 区 名 

峰 山 町 － 

大 宮 町 三重、森本 

網 野 町 － 

丹 後 町 成願寺、砂方 

弥 栄 町 

和田野、木橋、鳥取、黒部、船木、井辺、国久、小田、溝谷、吉沢の一部、堤、芋野、

外村、等楽寺の一部 

黒部、船木、井辺、国久、小田、溝谷、吉沢の一部、堤、芋野、外村、等楽寺の一部 

久美浜町 市野々、布袋野、野中、佐野甲、佐野乙、佐野丙、小桑、郷、安養寺 

 
※これ以外に、個別処理区域ではあるが、集合処理区域に近接する区域については集合処理区域と

する。 

  



＜個別処理区域とする地区＞ 
 

地 区 名 

峰 山 町 

西山、小西、新治、二箇、久次、五箇、鱒留、橋木、石丸、赤坂の一部 

西山、小西、二箇、久次、五箇、鱒留、橋木、石丸、赤坂の一部 

大 宮 町 奥大野、上常吉、下常吉、五十河、延利、久住、明田、新宮 

網 野 町 

小浜の一部、下岡の一部、仲禅寺、掛津、遊、三津、高橋、公庄、郷、生野内、切畑、

新庄、日和田、溝野、磯、浅茂川の一部 

小浜の一部、下岡の一部、仲禅寺、掛津、遊、三津、高橋、公庄、郷、生野内、切畑、

新庄、日和田、溝野、磯、網野の一部、浅茂川の一部、木津の一部 

丹 後 町 

竹野、宮、岩木、是安、吉永、矢畑、牧の谷、願興寺、家ノ谷、筆石、乗原、此代、 
徳光の一部（西小田）、平、中野、中浜、久僧、上野、井上、井谷、畑、遠下、鞍内、

袖志、尾和、谷内、上山、是安 

弥 栄 町 
田中、中津、中山、野中、吉野、須川、霰、味土野、大谷、来見谷、 
等楽寺の一部（堀越）、吉沢の一部（小原） 

久美浜町 

油池、神谷、河梨、栃谷、甲坂、口馬地、奧馬地、口三谷、奧三谷、出角、新谷、

谷、芦原、島、尉ヶ畑、奥山、二俣、円頓寺、坂谷、長野、竹藤、女布、丸山、 
永留、一分、大井、関、三原、河内、蒲井、旭、海士、橋爪、西橋爪、坂井、 
友重、品田、新庄、須田、金谷、畑、市場 

   
※これ以外に、集合処理区域ではあるが、集合処理とすることが困難な建築物については個別処理と
する。（浄化槽市町村整備推進事業） 

 

＜当面個別処理区域とする地区＞ 
     

地 区 名 

峰 山 町 

－ 

新治 

大 宮 町 

－ 

口大野の一部 

網 野 町 

下岡の一部 

下岡の一部、網野の一部、小浜の一部 

 

③ 京丹後市水洗化計画図 

   別紙のとおり。 



小浜の一部 

網野の一部(御陵） 

京丹後市水洗化計画図 

和田野処理区を網野処理区へ統合 丹後処理区 

成願寺処理区 

黒部処理区 

砂方処理区 

溝谷・吉野処理区 

大宮処理区 

峰山処理区 

和田野処理区 

網野処理区 

橘処理区 

久美浜処理

川上南部処理区 

佐濃南処理区 森本処理区 

三重処理区 

下岡の一部 

新治 

口大野の一部 

①

②

③

① ② 以 外 の 区 域

凡　　     例

公 共 下 水 道

特定環境保全公共下水道

集 落 排 水

当 面 個 別 処 理 区域

個 別 処 理 区 域

集 合 処 理 区 域



京丹後市水洗化計画 

整備手法変更区域の概要 

京丹後市上下水道部下水道整備課 

参考資料 



京丹後市水洗化計画の一部見直し 

－１－ 

水洗化計画（Ｈ22.3策定時） 

 
○大宮町：口大野 
○網野町：網野 
     浅茂川の一部 
     小浜の一部 
     木津 

集合処理区域 
 
○峰山町：新治 
※前回の見直し時において、集合処理から個
別処理に変更したが、地元の十分な理解を得
られていなかったことから、あらためて地元
の意向により集合処理区域へ変更していこう
とするもの。 

個別処理区域 

 
○大宮町：口大野の一部 
○網野町：網野の一部 
     浅茂川の一部 
     小浜の一部 
     木津の一部 

集合処理区域 
 
○網野町：網野の一部（長田の一部、桃

山の一部） 
     浅茂川の一部（港） 
     木津の一部（俵野、上野の一

部） 

個別処理区域 
 
○峰山町：新治 
○大宮町：口大野の一部（竹野川西側） 
○網野町：網野の一部（御陵の一部） 
     小浜の一部（新樋越川北側） 

当面個別処理区域 

今回見直し 

整備手法の見直し 

※「集合処理区域」とは、家庭や事業所から排出される汚水を、管渠で処理場に集め処理する区域。 
※「個別処理区域」とは、家庭や事業所から排出される汚水を、各家庭や事業所に設置された「浄化槽」で処理する区域（市設置浄化槽区域）。 
※「当面個別処理区域」とは、集合処理のほうが有利だが、水洗化計画目標年次である平成32年度までに整備が難しい場合、早期に水洗化できる環境を
整え、暫定的に個別処理を推進する区域とし、将来、再度、水洗化整備手法を検討する区域（個人設置浄化槽区域＝市より補助金交付あり）。 

変更となる区域 



２-② 小浜の一部（新樋越川北側） 

和田野処理区を網野処理区へ統合 

１-② 網野の一部（桃山の一部、長田の一部） 

２-③ 口大野の一部（竹野川西側） 

3 新治 

１-③ 木津の一部（俵野、上野の一部） 

２-① 網野の一部（御陵の一部） 

１-① 浅茂川の一部（港） 

京丹後市水洗化計画 一部見直し区域 

－２－ 



整備手法の見直し 

１－① 浅茂川の一部（港） 

－３－ 

写真撮影方向を示す 

集合処理区域 個別処理区域 

静の里 

港 

港 港 

福田川 

福田川 

① 

② 

③ 

① 

② 
③ 

浅茂川漁港 

日吉橋 

八丁浜 
シーサイドパーク 

静の里 

福田川 

◆地形条件等 
 ○河川横断（推進工事）が必要 
 ○温泉施設・漁協事務所等大型   

施設を有する地域 
 ○地下水位が高く水替工事等の   

仮設工事が必要となり管路工   
事の場合、割高となる。 

 
 
 

市設置浄化槽区域 



整備手法の見直し 

１－② 網野の一部（桃山の一部、長田の一部） 

－４－ 

写真撮影方向を示す 

① 

② 

③ 

桃山の一部 

網野南小学校 

銚子山古墳 

① 

② 

③ 

長田 

桃山の一部 長田 

◆地形条件等 
 ○地表勾配が逆勾配であるため  

マンホールポンプ等の設備が   
必要となり、非効率である。 

 ○住宅が点在しており、連担性   
が低い。 

 
 

集合処理区域 個別処理区域 

市設置浄化槽区域 



整備手法の見直し 

１－③ 木津の一部（俵野、上野の一部） 

－５－ 

写真撮影方向を示す 

① 

② 

③ 

俵野 

俵野川 

俵野 上野の一部 

ＫＴＲ 

◆地形条件等 
 ○軌道横断(推進工事)が必要。 
 ○河川横断(推進工事)が必要。 
 ○住宅が点在しており、連担性   

が低い。 
 
 
 
 
 

集合処理区域 個別処理区域 

市設置浄化槽区域 

上野の一部 

俵野 

橘浄化センター 

① 

② 

③ 



整備手法の見直し 

－６－ 

北近畿タンゴ鉄道 

網野駅 

銚子山古墳 

網野南小学校 

福田川 

① 
② 

③ 

２－① 網野の一部（御陵の一部） 

集合処理区域 当面個別処理区域 

写真撮影方向を示す 

御陵 

御陵 御陵 

国道１７８号 

① 

② 

③ 

◆地形条件等 
 ○地区の地表勾配が適度に傾斜   

しており、集合処理に適して   
いる。 

 ○住宅が連担しており、集合処   
理に適している。 

 ○飲食店等の店舗、事業所が多く
立地しており、集合処理に適し
ている。 

 

平成32年度に改め
て整備手法を検討 

一旦、個人設置浄化槽区域
（補助金交付区域）へ 



整備手法の見直し 

－７－ 

２－② 小浜の一部（新樋越川北側） 

写真撮影方向を示す 

① 

② 

③ 

③ 

② 

新樋越川 

離湖 

丹後ふるさと病院 

① 

小浜 

小浜 小浜 

国道１７８号 

丹後ふるさと病院 

新樋越川 

離湖 

◆地形条件等 
 ○河川横断(推進工事)が必要。 
 ○住宅が連担しており、集合処   

理に適している。 
 ○病院・宿泊施設等が多く立地   

しており、集合処理に適して   
いる。 

 
 
 

集合処理区域 当面個別処理区域 

平成32年度に改め
て整備手法を検討 

一旦、個人設置浄化槽区域
（補助金交付区域）へ 



整備手法の見直し 

－８－ 

２－③ 口大野の一部（竹野川西側） 

写真撮影方向を示す 

① 

② 

③ 

口大野 

口大野 口大野 

◆地形条件等 
 ○住宅が連担しており、集合処   

理に適している。 
 ○店舗等の事業所が多く立地し   

ており集合処理に適している。 
 ○集合住宅が立地しており集合   

処理に適している。 
 
 

集合処理区域 当面個別処理区域 

平成32年度に改め
て整備手法を検討 

一旦、個人設置浄化槽区域
（補助金交付区域）へ 

竹野川 

① 

② 

③ 



整備手法の見直し 

－９－ 

３ 新治 

個別処理区域 

写真の撮影方向を示す 

鱒留川 ② 

① 

① ② 

新治 新治 

◆地形条件等 
 ・ 地表勾配が適度に傾斜しており集    
   合処理に適している。 
 ・ 住宅の連担性がよく、集合処理に 
   適している。 

当面個別処理区域 

一旦、個人設置浄化槽区域
（補助金交付区域）へ 

平成32年度に改めて
整備手法を検討 

市設置浄化槽区域 
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